
 郡山市認可保育施設に勤務する保育士等に係る保育料補助金交付要鋼 

令和５年３月31日制定 

令和７年３月28日一部改正 

[こども部保育課] 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の認可保育施設に勤務する保育士又は保育教諭（以下「保育士等」という。）の新規就労及び経済的な負担の軽減を図るとともに

、市内の認可保育施設における慢性的な保育士等の不足の解消及び安定した事業の継続を図るため、保育士等の子どもに係る保育料について、予算の範囲

内で補助金を交付することに関し、郡山市補助金等の交付に関する規則（昭和48年郡山市規則第18号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「認可保育施設」とは、次のいずれかに該当する施設をいう。 

(1) 児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第６条の３第10項に規定する小規模保育事業を実施する施設 

(2) 法第６条の３第12項に規定する事業所内保育事業を実施する施設 

(3) 法第39条第１項に規定する保育所 

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第６項に規定する認定こども園 

 （補助金の交付の対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次のいずれにも該当するものとする。 

(1) 市内の認可保育施設で新たに勤務する保育士等及び令和５年４月１日以降新たに勤務している保育士等であり、勤務開始の時点から本補助金又は同保

育料軽減の対象者である者 

(2) 専ら保育業務に従事する者 

(3) １日当たりの勤務時間として６時間以上かつ１月当たりの勤務日として20日以上の勤務が定められている者 

(4) 補助金の交付を受けようとする年度の４月１日において、３歳未満の子ども（交付対象者と同一世帯の者に限る。）を養育している者 

(5) 前号に規定する子ども（以下「対象児童」という。）が、認可保育施設又は法第59条の２第１項に規定する届出を行っている認可外保育施設（居宅訪

問型を除く。）に入所していること。 

(6) 郡山市の正規職員ではない者 

(7) この要綱による補助金と同趣旨の他の補助金又はこの要綱と同趣旨の他の支援を受けていない者 

 （補助金の交付の対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、交付対象者又は交付対象者と生計を一にする者が、対象児童が入所する対象



施設に支払う保育料（延長保育料、教材費その他の実費徴収される費用は除く。）とする。 

２ 補助対象経費に関し、この要綱による補助金と異なる趣旨の補助金、寄附金その他の収入がある場合は、当該収入に相当する額を補助対象経費から除く

ものとする。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、月ごとに算出した補助金の額（以下「補助月額」という。）を合算して得た額とする。 

２ 補助月額は、当該月の補助対象経費と７万円を比較して、少ない方の金額に２分の１を乗じて得た額（この額に10円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てた額）とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、交付対象者が、休暇の取得や休業等により連続した31日を超える期間勤務しない場合、当該期間の属する月（当該月における

勤務をしない日が15日を超えない月を除く。）に係る保育料は、補助月額から除くものとする。 

 （補助金の交付の申請） 

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第４条の規定により申請するものとする。この場合において、同条第１号の補助事業等事業計画書及

び同条第２号の補助事業等に係る収支予算書は勤務兼保育サービス利用計画書（第１号様式）とし、同条第３号のその他市長が必要と認めて指示する書類

は、次のとおりとする。 

(1) 保育サービス利用計画書（対象児童２人目以降分）（第２号様式）（２人以上の対象児童がいる場合に限る。） 

(2) 雇用契約書の写し等交付対象者が市内の認可保育施設で採用された時期を確認できる書類 

(3) 対象施設の入所に係る契約書の写し等保育料の額が確認できる書類 

(4) 住民票の写し等交付対象者並びに対象児童の住所及び生年月日が確認できる書類（交付対象者及び対象児童が市外に住民登録をしている場合に限る。） 

 （軽微な変更の範囲） 

第７条 規則第６条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次のいずれにも該当する変更とする。 

(1) 補助対象経費の総額の10分の２に相当する金額以内の変更 

(2) 前条の規定により申請する補助金の額の変更を伴わない補助対象経費の総額の10分の２に相当する金額以内の増額変更 

 （交付の条件） 

第８条 規則第６条第１項第４号に規定するその他必要と認める条件は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、事業が完了した日の属する年度の翌年度

から起算して５年間保存することとする。 

 （実績報告） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第14条の規定により市長に実績を報告するものとする。この場合において、同条の収支決算書は保育サービス

利用実績報告書（第３号様式）とし、その他市長が必要と認めて指示する書類は、次のとおりとする。 

(1) 勤務実績報告書（第４号様式） 



(2) 通帳の写し等補助金の振込先の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号及び口座名義人が確認できる書類 

(3) 郡山市認可保育施設に勤務する保育士等に係る保育料補助金に関する委任状（第５号様式）（補助金の交付を申請した者と前号の口座名義人が異なる

場合に限る。） 

(4) 領収書の写し等対象児童の保育料の納付が確認できる書類 

 （補助金の額の確定） 

第10条 市長は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、これを審査し、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに規則第15条に規定する補助金等交付額確定通知書により交付対象者に通知するものとする。ただ

し、確定額が交付決定した額と同額である場合は、当該通知を省略するものとする。 

 （委任） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



　第１号様式　（第６条関係）

１　交付対象者及び調査同意について

２　交付対象者の勤務予定について

３　補助金の対象児童及び保育料

住所

③保育料の実支出額
※①-②

④交付申請月額
※③か70,000円でいずれか
少ない方の額×0.5（10円
未満は切り捨て）

②本補助金と異なる趣旨
の補助金、寄附金その他
の収入月額

氏名

電話番号 　　　　　　（　　　　　　）

※左記に同意の上、署名又は記名押印してください。

〒　　　　　－

１回当たりの支給金額

交付対象
者との続
柄

郡山市長
　郡山市認可保育施設に勤務する保育士等に係る保育料補助
金の交付に際し、市長が補助金の交付事務に必要な下記
（１）から（３）までの情報を調査し利用することについ
て、同意します。
(１)交付対象者が属する世帯の状況（世帯に属する者の氏
　　名、生年月日、続柄）
(２)対象児童が入所する施設が保有する対象児童の入所期
　　間、保育料、保育料の軽減、納入実績等必要な情報
(３)交付対象者が勤務する施設が保有する交付対象者の勤
　　務状況等必要な情報

支給される期間の単位
（月額、年額等）本補助金と異なる趣旨の補助

金、寄附金その他の収入
※該当がある場合は記載し、名称、
金額等詳細が確認できる書類を添付
しください。

名称

勤務先施設の名称

令和　　　　年　　　　月　　　　日

長期休暇予定期間
※今年度の途中に連続して31日を超える休暇を取得する予定

　がある場合は記載してください。

休暇開始年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

休暇終了年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

今年度の勤務予定期間
※昨年度から引き続き勤務する場合は４月１日開始、次年度
　も継続予定の場合は３月３１日終了としてください。

開始年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

終了年月日

年度合計金額（円）

（フリガナ）

生年月日 年　　　月　　　日
氏　　名

勤務兼保育サービス利用計画書

今年度の入所予定
※昨年度から引き続き入所する場合は４月１日開
　始、次年度も継続入所予定の場合は３月３１日
　終了としてください。

入所開始年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

入所終了年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

名称

在籍施設

電話

〒　　　　　　－

所在地

交付対象者

８月分

９月分

令和　年 ４月分

５月分

２月分

３月分

６月分

保育料及び交
付申請額
（円）

⑤交付申請額合計

令和　年

年月

１月分

１２月分

１１月分

１０月分

７月分

①保育料
※実費徴収費等は除く



　第２号様式　（第６条関係）

補助金の対象児童及び保育料

２月分

１２月分

令和　年 １月分

３月分

⑤交付申請額合計

１０月分

１１月分

８月分

９月分

５月分

保育料及び交
付申請額
（円）

年月
①保育料
※実費徴収費等は除く

②本補助金と異なる趣旨
の補助金、寄附金その他
の収入月額

③保育料の実支出額
※①-②

④交付申請月額
※③か70,000円でいずれか
少ない方の額×0.5（10円
未満は切り捨て）

令和　年 ４月分

６月分

７月分

今年度の入所予定期間
※昨年度から引き続き入所する場合は４月１日開
　始、次年度も継続入所予定の場合は３月３１日
　終了としてください。

入所開始年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

入所終了年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

１回当たりの支給金額
支給される期間の単位

（月額、年額等）
年度合計金額（円）

本補助金と異なる趣旨の補助
金、寄附金その他の収入
※該当がある場合は記載し、名称、
金額等詳細が確認できる書類を添付
しください。

名称

保育サービス利用計画書（対象児童２人目以降分）

在籍施設

名称 電話

所在地

〒　　　　　　－

（フリガナ）
交付対象
者との続
柄

生年月日 年　　　月　　　日
氏　　名

交付対象者氏名



　第３号様式　（第９条関係）

１　交付対象者

２　補助金の対象児童及び保育料

上記児童の入所状況及び保育料について相違ないことを証明いたします。

保育サービス利用実績報告書

在籍施設

名称 電話

所在地

〒　　　　　　－

（フリガナ） 交付対象
者との続
柄

生年月日 年　　　月　　　日
氏　　名

住所

〒　　　　　－

氏名

今年度の入所期間
※昨年度から引き続き入所する場合は４月１日開
　始、次年度も継続入所予定の場合は３月３１日
　終了としてください。

入所開始年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

入所終了年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

１回当たりの支給金額
支給される期間の単位

（月額、年額等）
年度合計金額（円）名称本補助金と異なる趣旨の補助

金、寄附金その他の収入
※該当がある場合は記載し、名称、
金額等詳細が確認できる書類を添付
しください。

５月分

保育料及び交
付申請額
（円）

年月
①保育料
※実費徴収費等は除く

②本補助金と異なる趣旨
の補助金、寄附金その他
の収入月額

③保育料の実支出額
※①-②

④交付申請月額
※③か70,000円でいずれか
少ない方の額×0.5（10円
未満は切り捨て）

令和　年 ４月分

６月分

７月分

８月分

９月分

１０月分

１１月分

３月分

⑤交付申請額合計

証明責任者職氏名 職名

氏名

電話番号 　　　　　　　（　　　　　　　）

２月分

１２月分

令和　年 １月分

（氏名は説明責任者が署名又は記名押印してください。）

施設証明欄

令和　　　　年　　　　月　　　　日



　第４号様式　（第９条関係）

１　交付対象者

２　交付対象者の勤務実績について

上記交付対象者の勤務実績について相違ないことを証明いたします。

勤務先施設の名称

勤務実績報告書

住所

氏名

〒　　　　　－

休暇開始年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

休暇終了年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

電話番号 　　　　　　　（　　　　　　　）

金融機関名

口座種別
(普通・当座)

口座名義人
（漢字）

本・支店名

口座番号

口座名義人
(フリガナ)

施設証明欄

補助金
振込口座

証明責任者職氏名

（氏名は説明責任者が署名又は記名押印してください。）

令和　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

職名

氏名

今年度の勤務実績期間
※昨年度から引き続き勤務した場合は４月１日開始、次年度
　も継続予定の場合は３月３１日終了としてください。

開始年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

終了年月日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

長期休暇取得期間
※今年度の途中に連続して31日を超える休暇を取得する場合

　は記載してください。



　第５号様式　（第９条関係）

郡山市長

委任者（交付対象者）

受任者

郡山市認可保育施設に勤務する保育士等に係る
保育料補助金に関する委任状

（氏名は説明責任者が署名又は記名押印してください。）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

住所

氏名

〒　　　　　　　－

氏名

　私は、下記の者を代理人と定め、郡山市認可保育施設に勤務する保育士等に係る保育料補助金に係
る令和　　　　年度分の補助金の受領に関する一切の権限を委任します。

記

住所


